
 
 

令和６年５月２３日 

一般社団法人静岡県トラック協会 
静岡県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 

飲酒運転の根絶に関しては、「トラック事業における総合安全プラン２０２５」に   

おいて、「飲酒運転ゼロ」を目標に掲げ、全日本トラック協会とともに各種取り組みを

積極的に展開しているところですが、事業用トラックによる令和５年中の飲酒事案は

“３５件”と急増しています。（国土交通省調べ） 

さらに、この飲酒事案の中には、静岡県内に営業所を置く事業者が県外で発生 

させた事故も含まれており、衝突された別のトラックの運転者が負傷しています。 

事業用トラックドライバーの飲酒運転事案が相次ぐことにより、「飲酒運転は運送 

業界全体の体質的問題」ととらえかねず、こうした状況が引続き発生するような事態と

なれば、トラック運送業界の社会的信頼性は著しく失墜するとともに、２０２４年問題と

して我々業界に対して、荷主、一般消費者等の理解が進みつつある中で、逆風とも

なりかねません。 

各事業者におかれ、その責任の重大性を再認識し、この種事案の続発防止のた

め、下記事項について緊急に所属運転者等に対する指導徹底を図り、全社を挙げ

て 「飲酒運転の撲滅」 と「輸送の安全確保」に強力に取り組まれるよう要請します。 
                      

 
 

記 

１. 厳正な点呼を実施し点呼時においても呼気の状態（アルコール検知器による確認）、

運転者の顔色(目視する)、言動等に十分注意する等により、運転者の心身の状態を

的確に把握し、事業者（運行管理者等）自ら飲酒問題を見逃さないよう徹底を図る。 

 

２．運転者に対し、アルコールが運転に及ぼす影響やアルコールが体内に留まる時間等

について、あらためて指導徹底を図る。 

 

３．運転者等に対する指導及び監督を実施するにあっては、事業用自動車の運転者に対

して行う指導及び監督の実施マニュアルにより実施し、自動車を運転する場合の心

構えなど、運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等について、再度理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

トラック運送事業者の飲酒運転根絶に向けた 

取り組みの強化について（要請） 

 運転者に対する飲酒運転指導対策（活用教材等） 

◇ 自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル 

   ～令和６年３月 国土交通省物流・自動車局（冊子） 

◇ ビデオ教材「飲酒運転の根絶！飲酒運転を絶対しない、させない」 

～政府インターネットテレビ(ビデオ教材） 

◇『みんなで守る「飲酒運転を絶対しない、させない」』 

～警察庁ホームページ（配布チラシ等） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


